
役員の報酬等支給基準

○日本水先人会連合会会則（抄）

（役員の報酬）

第１０条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができ

る。

２ 前項ただし書の規定により有給とされた役員の報酬は、規則で定める。

○日本水先人会連合会会則施行規則（抄）

（常勤役員の報酬等）

第９条 会則第１０条第１項ただし書の規定により有給とされた役員の報酬

は、別表１のとおりとする。

２ 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合

理的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出し、その者の１ヶ月

の通勤定期乗車券の実費相当額とする。ただし、会長にあっては、通勤経

路に特別車両定期乗車券の設定がある場合には、その実費相当額とする。

３ 賞与は、毎年６月１日又は１２月１日に在職する役員に対して、それぞ

れ６月１５日又は１２月１０日に支給するものとし、その額は、別表１に

掲げる支給額に、その役員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

（１）６か月 １００分の１００

（２）５か月以上６か月未満 １００分の８０

（３）３か月以上５か月未満 １００分の６０

（４）３か月未満 １００分の３０

別表１（第９条関係）

１ 役員報酬の月額は、次のとおりとする。

会長 １，２７０，０００ 円

専務理事 １，０７０，０００ 円

常務理事 ９８０，０００ 円

理事 ９５０，０００ 円

監事 ９１０，０００ 円



２ 役員には、前項に定める報酬のほか、次のとおり、通勤手当及び賞与を支給する。

区 分 支給時期 支給額

通勤手当 毎月 １か月の通勤に相当する額

賞与 ６月及び１２月 ６月に支給する賞与については、役員報酬

の月額に１０００分の２２００を乗じて得

た額、１２月に支給する賞与については、

役員報酬の月額に１０００分の２２００を

乗じて得た額

○役員退職金支給規程（抄）

（退職金の支給額）

第３条 退職金の支給額は、役員が退職し又は死亡した日におけるその者の

報酬月額に、 次の各号に定める割合及び在職月数を乗じて得た額の合計

額とする。

（１）在職年数１年を超え６年までの期間については、３６／１００以内

（２）在職年数６年を超え１０年までの期間については、１２／１００以内

（３）在職年数１０年を超えた期間については、６／１００以内


